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１ 報告事項 

（１）和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備   【資料】 

構想（素案）について 

 

（２）千鳥ヶ淵公園の整備について                  【資料】 

 

（３）歩道における日よけ設置の取り組みについて           【資料】 

 

（４）千代田区耐震改修促進計画の改定について            【資料】 

 

（５）千代田区エリアマネジメントのすすめの策定について       【資料】 

 

（６）番町たき火まつりについて                   【資料】 

 

 

 

 

２ その他 



 

 

和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備構想（素案） 

について 

 

１．一体的整備構想（素案） 

竣工から 38 年が経過し、老朽化等の課題がある和泉小学校・いずみこども園等施設につ

いては、児童・園児への負担軽減を図る観点等から、現地建替えではなく隣接する区立和泉

公園敷地への移転建替えに向けて取り組んでいる。 

令和元年度から施設関係者との意見交換を重ね、また、令和６年度からは公園も含めて全

体の機能が向上するよう地域との整理・検討を行い、今回、新たな公園と学校等施設を一体

的に整備する考え方と今後の方向性を、別添の一体的整備構想（素案）としてとりまとめた。 

 

２．パブリックコメントの実施 

  素案の内容について、以下の日程で、区民等に向けた意見公募（パブリックコメント）を

実施する。 

・意 見 公 募 期 間：令和７年 12 月５日～12月 22日 

・広 報 掲 載：令和７年 12 月５日号 

・ホームページ掲載：令和７年 12 月５日 

 

３．今後の予定（本年度） 

・令和７年 12 月：パブリックコメントの実施 

・令 和 ８ 年 １ 月：一体的整備構想の策定 

・令 和 ８ 年 ３ 月：都市計画変更案の縦覧（都市計画公園・第四種中高層階住居専用

地区） 
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【現 況】

【整備後】

○人工地盤校庭パターンによる一体的整備イメージ

• 地上レベルにおいて都市計画公園の必要面積を確保しつつ、両敷地に跨るように人工地盤を整備

• 人工地盤上のレベル（２階レベル）はセキュリティが確保された広い校庭として利用。地上レベルは公園に面した

ピロティ空間の公園施設（屋根付広場や教養施設等）として地域住民・公園利用者の利便性が上がる機能を導入

• 教育活動がない日の人工地盤上の地域開放（校庭開放等）は現在と同様に継続（公園側から上がれるアクセス路を

確保）

和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備構想（素案）概要版（１）

○公園の面積・機能と教育環境の両立

• 限られた整備区域内で都市計画公園の面積・機能と十分な教育環境とを両立させる必要がある

施設 想定面積 既存面積

小学校 約11,000㎡ 7,090.7㎡

こども園 約2,500㎡ 1,941.8㎡

こども
プラザ他

約3,000㎡ 2,422.4㎡

施設合計 約16,500㎡ 11,454.9㎡

※図示している整備イメージは一例であり、今後の基本計画・設計を通じて具体的な公園・施設のプランを検討します

○敷地の入れ替えによる整備

• 児童・園児への負担軽減を図る観点から、隣

接する和泉公園敷地へ移転建て替え

• 都市計画公園の面積（4,600㎡）を、まと

まった利用しやすい形状（整形）に等積で配

置

• 再整備を機に公園内を学校が使用している状

況を一旦リセットして、両者にとってより良

い整備・利用内容を検討

【再整備によって生じる新たな課題】

• 単純に新たな学校敷地内に校庭を整備した場

合は、校庭で利用できる面積が減少する

○構想の対象と現状課題

• 和泉小学校・いずみこども園等施設（ちよだ

パークサイドプラザ）は、竣工から38年が経

過し、老朽化や施設規模等の課題

• 現敷地で建て替えた場合は、児童・園児の仮

施設への移転が必要

• また、現状の学校・公園の敷地形状が変わら

ないため、都市計画公園のうち約600㎡を平

日に学校が使用している状況がそのままとな

る

• 地表面で公園・校庭をタイムシェアする「地

表面兼用パターン」、建物の屋上を校庭とす

る「屋上校庭パターン」も考えられるが、公

園と校庭を上下に分離することでセキュリ

ティを確保しつつ両者の機能を充実させる

「人工地盤校庭パターン」の実現性・有効性

が高い

• 人工地盤を活用した立体利用

により、公園と校庭の必要面

積の確保、機能拡充

• 佐久間学校通りと北側（三井記念病

院側）を行き来できる動線を確保

• 公園内の人工地盤は都市公園法の規

定に基づく公園施設（屋根付広場・

教養施設等）として整備

• 佐久間学校通りに沿ったオープンス

ペースを、施設敷地内も含めて連続

して確保し、ゆとりある沿道空間と

緑環境を創出

• 周囲の市街地形成への影響を踏まえ

た公園・広場に類する空地としても

機能

• 多様な活動や滞留・交流

が生まれるまとまりある

空間の創出

• じゃぶじゃぶ池、遊具等

の従前の機能・記憶の継

承
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立体的な配置による双方の機能を充実させる空間の創出

⚫ 立体的な整備により、公園と校庭の必要面積を確保

⚫ 校庭としても利用する人工地盤を、公園施設である屋根付広場・

教養施設（図書室等）として整備するとともに、施設敷地側にも

その機能を拡張させ、公園自体の利用や活動の活性化を促進

より利用しやすい公園の配置・機能の実現

⚫ 現在も多様な公園の利用が見られる中、公園の再整備による遊

びと学びの場としての機能を充実

⚫ 特に南西側から北側通路や三井記念病院への往来が多い現状を

踏まえると、公園が西側に移動することでアクセス性が向上

双方の機能を
充実させる空間

【現行都市計画】

和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備構想（素案）概要版（２）

○都市計画変更の必要性

• 敷地の入れ替えによる施設・公園の整備を実現するため、現在、両敷地に定

められている都市計画（都市計画公園、第四種中高層階住居専用地区）の区

域（位置）を変更する必要がある

• これらの都市計画の変更に向けて取り組む

【都市計画変更案】

○敷地の入れ替えによる効果（抜粋）

南西側からのアクセス性の向上公園と校庭の立体的配置による機能の充実（東西断面）

○整備スケジュール

• 学校等施設と公園施設の入れ替え・一体的整備の方向性を定める本整備構想の策定後、都市計画の変更手続き及び基本計画の策定を行う

• 基本計画策定以降は、新しい施設及び公園の設計、新施設整備・新公園整備を展開

新施設
（第２期）
供用開始

新施設（第１期）
供用開始

整備構想・
基本計画
の検討

R６年度

施設・公園の
一体的な

整備構想の検討

整備の方向性

設計段階以降の検討体制は、事業進捗に応じて検討・調整

公園閉鎖期間※

【計画・設計・整備】

整
備
構
想
の
策
定

都市計画
手続き

関係機関との
事前調整

検討会や
地域住民・
団体等

・検討会の開催
・関係者ヒアリング
・オープンハウス
・情報発信

【地域との検討】

整備構想の内容を
具体化

基本計画の検討

都市計画
変更
手続き

都市
計画
決定

継続的に
意見交換

基
本
計
画
の
策
定

R７年度 基本計画策定以降

設計・整備

設計

1～2年目

公園解体

新施設（第１期）
整備

3～６年目

既存施設
解体

新公園
整備

新公園
供用開始

6～9年目

R８年度前半

新施設
（第２期）

整備

※旧和泉町ポンプ所跡地を工事期間中の代替公園、代替園庭として活用

既存公園解体・新施設
（第１期：新校舎）整備

新施設（第１期：
新校舎）供用開始・

既存校舎解体

新施設（第２期：
公園施設）整備・

新公園整備
完成

※ここでは概ねの年数を示しており、実際には整備内容によって変動します。



和泉小学校・いずみこども園等施設と

和泉公園との一体的整備構想

（素案）

令和７年12月

千代田区

2025.11.28版
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１－１．整備構想策定の背景・目的 4

⚫竣工から38年が経過し、老朽化や施設規模等の課題が

ある和泉小学校・いずみこども園等施設（和泉小学

校、いずみこども園、いずみこどもプラザ及びちよだ

パークサイドプラザ）については、児童・園児への負

担軽減を図る観点等から、現敷地建て替えではなく隣

接する区立和泉公園敷地への移転建て替えに向けて取

り組んでいます。（公園との敷地交換）

⚫令和元年度から検討組織を設けて施設関係者との意見

交換を重ね、令和６年度からは公園の視点を検討に加

え、公園も含めて全体の機能が向上するよう、完成後

の一体的利用も含めた再整備の方向性について地域と

ともに整理・検討を行ってきました。

⚫この「和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園

との一体的整備構想（以下、「整備構想」とい

う。）」では、これまでの検討会等での意見や議論を

踏まえ、公園と学校等施設の敷地を入れ替え新たな公

園と学校等施設を一体的に整備する考え方と今後の方

向性を取りまとめています。

⚫一体的整備を実現するためには、長期間にわたって多

くの関係者が携わりながら、計画、設計、施工といっ

たいくつものステージを乗り越えていくことが必要で

す。本整備構想に示した内容を常に参照しながら、子

どもたちと地域の未来を明るく照らす、学びと遊び、

憩いの場を創り出してまいります。



１－２．整備構想の対象 5

⚫和泉小学校・いずみこども園等施設（和泉小学校、いずみこども園、いずみこどもプラザ及びちよだパークサイドプ

ラザ）並びに和泉公園を整備構想の対象とします。

【施設の沿革】

○旧佐久間小学校敷地を利用し、地域に開かれた学校を核とした多目的利用の都市型複合公共施設として昭和62年7月に竣工、９月に開設。

○平成5年4月には、旧佐久間小学校と旧今川小学校を統合し再配置した「和泉小学校」として開校。

○平成14年4月には、佐久間幼稚園といずみ保育園からなる幼保一元化施設として「いずみこども園」を新たに開設。

○現在は、小学校・こども園の他、集会室等の地域利用施設（ちよだパークサイドプラザ）と児童館的機能（いずみこどもプラザ）を有

している。

（この地図は、東京都縮尺1/2,500地形図を使用(承認番号:7都市基交測第156号) して
作成したものである。無断複製を禁ずる。）

（公園台帳平面図を加工して作成）



１－３．検討経緯 6

⚫下表に示すとおり、関係者や地域の方との密な意見交換を重ね、整備構想の検討を深めてきました。

会議体名称 日付 会議概要

■和泉小学校学校運営協議会 平成30年12月19日 ・施設の課題共有、仮校園舎の整備における課題共有

■和泉小学校・いずみこども園等

施設整備 検討準備会

令和元年12月17日 ・施設の現状についての情報共有、和泉公園を利用する可能性の検討

令和2年2月19日 ・施設整備について

・仮校園舎建設による現敷地建て替えと和泉公園敷地への新施設の移転建て替え

を比較検討

■和泉小学校・いずみこども園等

施設整備 校・園関係者懇談会

令和4年1月17日 ・整備を建て替えで進めること

・和泉公園を活用する方向性で検討すること

令和6年1月26日 ・和泉小学校・いずみこども園等の施設整備基本構想素案（たたき台）の確認

・和泉公園と換地する方針の確認、和泉公園閉鎖時の代替措置の検討

■和泉小学校・いずみこども園等

施設と和泉公園との一体的整備

に向けた検討会

令和6年11月21日 ・和泉公園の現況及び課題

・公園敷地と学校敷地の入れ替え

・施設と公園の配置形態

令和7年３月27日 ・和泉公園利用状況調査、風環境のシミュレーション結果概要

・検討会、個別ヒアリング、オープンハウス型地域説明会等での意見とその対応

・施設と公園の配置形態

令和7年９月19日 ・人工地盤校庭パターンについての制度的・技術的・機能的整理

・人工地盤校庭パターンにおける施設と公園の計画

・整備構想（骨子案）

■オープンハウス型地域説明会 令和7年2月7日・8日 ・公園敷地と学校敷地の入れ替え

・地表面兼用パターンによる施設と公園の計画イメージ

令和7年10月19日・20日 ・敷地の入れ替え効果・一体的整備・都市計画変更等

・人工地盤校庭パターンにおける施設と公園の計画イメージ

学
校
等
施
設
の
検
討

学
校
等
施
設
及
び
公
園
の
検
討

その他、地域団体への個別ヒアリング、和泉小学校児童へのアンケートを実施



施設の現況

２



和泉小学校・いずみこども園等施設
和泉公園

（都市計画公園、街区公園）

所在 神田和泉町１番地 神田和泉町１番地300

地域
地区等

商業地域 、容積率500％（南側一部600％）、建ぺい率80%

第四種中高層階住居専用地区※１（南側一部）、防火地域、日影規制なし、千代田区駐車場整備地区※２

敷地
面積等

3,963.06㎡

うち校庭面積 小学校 ： 約1,207㎡

こども園 ： 約218㎡

4,607.71 ㎡

但し、南西部は学校の校庭として利用されているため、実際に公園として利

用できる範囲は約4,000㎡

施設等

２－１．各施設の概要 8

⚫和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園の概要は下表の通りです。

• 健康器具

• スプリング遊具

• ブランコ

• 砂場

• 鉄棒・滑り台等を兼ね
た複合遊具

• トイレ

• レンタサイクルポート

• 鉄骨鉄筋コンクリート造、
地上８階・地下１階

• 延床面積 ： 11,454.9㎡

• 昭和62 年竣工

機械室・防災備蓄倉庫 プール

いずみこども園 パークサイドプ
ラザ受付

いずみこども園和泉小学校

和泉小学校

和泉小学校

和泉小学校 子育てひろば 区民図書室

いずみこどもプラザ

ちよだパークサイドプラザ
多目的
ホール

地下１階

１階
校庭

２階

３階

４階

５階

６階

７階

現在の和泉小学校等施設の構成

※１ 第四種中高層階住居専用地区：６階以上の部分を住宅等の用途にするよう制限される地区です。ただし、学校などの教育施設には適用されません。
※２ 千代田区駐車場整備地区：都条例により、建築物の規模・用途に応じた駐車場附置義務が生じます。



２－２．上位計画等 9

（１）今後の学校等のあり方基本構想（令和5年6月策定）

• 区では、児童・生徒数の増加状況が続く中、子どもの健やかな育ちをまち全体で支援し一人ひとりの可能性を最大限に伸ばしていくための「今後の学校

等のあり方」について、基本構想をまとめています。

今後の学校等のあり方基本構想（令和5年6月策定）より抜粋

49,738 

39,297 

61,269 

67,216 

7,881 

4,936 

8,375 

9,700 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

本区の人口総数・０～15歳人口の推移、学校教育の場での対応

人口総数 ０～15歳人口
０～15歳

人口（人）

人口総数

（人）

６学年２学級を想定した施設整備、８校８園（幼稚園、子ども園）体制

一部特別教室の

普通教室への転用

今
後
の
学
校
等
の
あ
り
方
基
本
構
想

公
共
施
設
適
正
配
置
構
想

14の区立小学校を

８校へ統廃合

中学校を５校から３校へ

中高一貫教育校の開校

◆各学校の教室数・併設している施設の状況等

・今後も児童数の増加が想定される小学校では、併設施設の外部移転や特別教室の改修等によって普通教室を確保するための検討を行っています。
・また、学校施設等の老朽化や劣化状況等を踏まえ、順次、建て替え又は改修工事を行っており、和泉小学校や番町小学校では建て替えを計画しています。

◆よりよい教育環境の整備

・学校設置基準等に基づき、子どもたちにとって、よりよい学びや運動等を実現するための教育環境を整備するため、諸室や校庭等のより効果的な活用可能性
を検討していくことが重要です。

【具体的な取組案】
公園と隣接している学校について、校庭と公園の一体的な利用の可能性を検討する。学校に隣接する区有地や民有地の活用について検討する。



10（２）千代田区都市計画マスタープラン（令和3年5月改定）

• 緑の潤いを感じる空間の確保、和泉公園やちよだパークサイドプラザを地域のコミュニティ、防災などの核として活かすことが掲げられています。

地区別方針 地区①

中層・中高層の複合市街地として、和泉公園や公共施設のゆとりと潤いを
活かし、住宅と商業・業務施設が調和する、災害に強いまちをつくります。

■多様な住まい方を選択できる住宅の整備や良好な街並みの形成、安全で歩き

やすい歩行空間や緑の潤いを感じる空間の確保を進めていきます。

■和泉公園周辺や清洲橋通り沿道などの立地を活かして、日常生活の利便性を

高める店舗や、平日夜間・休日の生活を豊かにする機能の充実を促進します。

■和泉公園やちよだパークサイドプラザを地域のゆとり、潤い、コミュニティ、

防災などの核として活かしていきます。

■首都直下地震に加え、荒川の氾濫や集中豪雨による浸水などに対する防災性

の向上のため、災害時の安全性確保や被害軽減を図る建て替え、豊かな道路

空間の創出を進めます。

■神田川両岸沿いの一体的な水辺空間のデザインのもと、中高層を基本として

連続する協調的な開発を進め、まちに活気と安らぎを感じさせる心地よい空

間を広げていきます。

■秋葉原駅とまちをつなぐバリアフリールートの確保を進めます。

これからのまちづくり－注視すべき人とまち、社会の変化

・ファミリー層、子ども層を中心とした、区内で最大の定住人口の増加率

・かつての問屋街の界隈性やコミュニティのつながりの希薄化

・中小建物の老朽化が進行

・首都直下地震、荒川氾濫や集中豪雨などによる被害拡大の懸念

千代田区都市計画マスタープラン（令和3年5月改定）より抜粋

和泉橋地域のまちづくりの方針図

神田和泉町、神田佐久間町二・三・四丁目、神田佐久間河岸、
東神田三丁目、神田平河町



11（３）千代田区緑の基本計画（令和3年7月改定）

• 緑地における雨水貯留・浸透機能の整備、増加するファミリー層や子どもが気軽に使えるよう緑地を有効活用することが掲げられています。

１．歴史をつなぐ

・ 神田川の水質改善や河川空間周辺の緑化等を通じ

て、本区を包む外濠リングの質を高め、また周辺

区へと緑をつなげていきます。

２．空間をつなぐ

・ 神田川における舟運活用も見据えながら、水辺の

歩行空間の整備、橋を活かした河川への眺望確保

等を進めます。

・ 本地域の骨格である神田川沿いと靖国通り沿道に

おいて、水辺とのつながりを意識して、建築物の

デザイン等を促進するとともに、空地の確保、重

点的な緑化によって、潤いを感じられる空間のつ

ながりを創出します。

３．安心をつなぐ

・荒川・神田川の外水氾濫が発生した場合、本地域の

大部分で浸水被害が懸念されるため、緑地におい

て雨水貯留・浸透機能の整備を進めます。

４．人とまちの縁
をつなぐ

・ 問屋街としての昔ながらの生業や人の交流を生み、

ものづくりやアートの活動の場となるよう、また

増加するファミリー層や子どもが気軽に使えるよ

う、限られた緑地を有効に活用していきます。

５．未来につなぐ

・アダプト団体をはじめ、地域に住み、働き、滞在す

る多様な人が関わる地域の緑の維持管理を推進し

ます。

６．緑とのつなが
りを創造する

・長く地域に暮らす人と新たに住み始めた人、クリエ

イティブに活動する人など、様々な人々が集まり、

緑に関する活動に関わりながら、新たな文化やコ

ミュニティを育むような機会の充実を図ります。

千代田区緑の基本計画（令和3年7月改定）より抜粋

和泉橋地域 緑の取組方針図

本地域のまちづくりを加速させる緑の取組方針



12（４）千代田区公園づくり基本方針（令和7年3月改定）

• 和泉公園（4,600㎡）は、面積が500㎡未満の公園が多い和泉橋地域において、地域の核となる公園であり、多くの機能（シンボル、運動・遊び場、先

駆的活用、歴史資源、コミュニティ形成）を拡充していくことが期待されています。

• また、公園と施設の敷地交換による一体的整備、公園と校庭の共用を視野に入れた整備、運用を検討することが掲げられています。

千代田区公園づくり基本方針（令和7年3月改定）より抜粋

千代田区内公園 機能マップ

公園をよりよくするための４つの視点

・遊具の種類や数、ボール遊びや花火などの
ニーズがあります。

・祭事などイベント利用のニーズがあります。
・多様な区民ニーズを捉えながら、柔軟な運
用に向けた公園づくりが重要です。

視点１ 多様化する区民ニーズの実現

・江戸の文化と近代の機能が融合し、都心の
風格と心地よい環境を継承しています。

・魅力ある公園を将来に引き継ぐため、伝統
文化の発信に加え、環境の保全に配慮した
整備が重要です。

・利用者が場所や時間によって変化すること
と、昼間人口比率が高いことを踏まえた公
園づくりが重要です。

視点２ ポテンシャルの有効活用

・少子高齢化や多国籍化が進む中、千代田区
の人口は増加しています。

・遊具の種類や数について「満足」を増やせ
る余地があります。

・高齢者や障がい者が使いやすい公園への改
善が必要です。

視点３ すべての人が使いやすい公園

・地域住民、民間企業などとの緊密な連携が
公園づくりの重要なテーマとなっています。

・地域住民と使い方を話し合い、安全で快適
な公園づくりを推進することが重要です。

・一人あたりの公園面積が少ないため、公開
空地などとの連携が重要です。

視点４ 様々な主体との連携



13

千代田区公園づくり基本方針（令和7年3月改定）より抜粋

公園づくりの進め方－今後の取組

方針と施策

基本理念

千代田区の歴史を継承し 次世代を育む 居心地よいコモンスペースを目指して

・隣接する小学校等施設の建替えを機に公園整備に取り組みます。

・公園と施設の敷地交換による一体的整備を進めます。

・子どもの遊びや地域活動、災害時の拠点などニーズに寄り添った整備をします。

・公園と校庭の共用を視野に入れた整備、運用を検討します。



２－３．公園利用状況調査 14

⚫利用者による多様な活動の創出につながる効果的な空間整備に向け、現在の公園利用状況を調査しました。

⚫公園の利用者数、滞留行動や利用動線等の使われ方は以下の通りです。

（１）利用者カウント調査

• 公園の通り抜け利用者が含まれるため、平日の方が、休日よりも利用者が多い傾向にあり、10時台と14時台が利用

者のピークとなっています。

• 休日は、公園の利用・滞在が多く、ピークとなる16時台は平日と比較して利用者数が多くなっています。

調査方法 公園出入口において利用者数をカウントし、時間帯別利用者数・利用者年齢構成・利用目的を集計

調査日 平日：令和４年10月12日（水）／ 休日：令和４年10月８日（土）

平日

時間別利用者数

休日



• 平日は、男性・女性ともに20

～39歳が特に多く、子ども連

れの利用だけでなく、通り抜

け等のための周囲の住民・ビ

ジネスパーソンによる利用者

が多くなっていると考えられ

ます。

• 休日は、19歳以下及び20～39

歳が多く、子ども連れ等の利

用が多いと考えられます。

年齢・性別構成

• 平日は通り抜けが、休日は遊

びが最も多く、都心に位置す

る公園として特徴的な利用状

況となっています。

利用目的

平日 休日

平日 休日

15



（２）アクティビティマッピング調査

調査方法
滞留行動（休憩・飲食・会話等）と地点を地図に記入し、芝生広場・ベンチ・遊具廻り等の空間特性や活動が生まれる

ポテンシャルを分析

調査日
平日：令和６年11月25日（月）、令和７年10月30日（木）
休日：令和６年11月24日（日）、令和７年11月２日（日）

平日

遊具周りは、「遊具で
遊ぶ」がほとんどを占
めています

芝生広場は、児童の
ボール遊びや、大人が
くつろいでいる場面も
見られます

西側通路は、パークサ
イドプラザへの往来や
南北の通過がほとんど
となっています

ベンチやじゃぶじゃぶ
池の周りは、くつろい
だり、ランチタイムの
飲食などの利用も見ら
れます

近隣保育園の散歩

広場でくつろぐ

ベンチで会話・ランチ

16

（公園台帳平面図を加工して作成）



休日

遊具周りは、「遊具
で遊ぶ」がほとんど
を占めています

芝生広場は「広場でく
つろぐ」「広場で遊
ぶ」など、多様なアク
ティビティが見られま
す

じゃぶじゃぶ池の周
りでも遊んでいる利
用者が見られます

ベンチなどの隅で佇め
る場所で、くつろいだ
り、スマホ操作などの
滞留が見られます

じゃぶじゃぶ池で遊ぶ

広場でくつろぐ

ベンチでくつろぐ

平日と休日の比較

• 平日は、西側の園路を通過す

る人が多く、「特筆なし」が

多くなっています。

• 休日も「特筆なし」が多いで

すが、「遊具で遊ぶ」も２割

を超えています。

17

（公園台帳平面図を加工して作成）
遊具で遊ぶ



18
（３）利用者動線調査

• 平日・休日ともに秋葉原側入口からの流入が最も多く、パークサイドプラザ・北側通路・三井記念病院（平日のみ）

への通過が多い傾向にあります。

• 浅草橋側入口から流入については、休日、平日ともに広場や遊具等の利用のための流入が多く見られます。

平日 休日

北側通路
から流入
25.3%

パークサイド
プラザから

流入
15.4%

秋葉原側入口
から流入
29.1%

浅草橋側入口
から流入
8.2%

三井記念病院から流入
21.9%

北側通路
から流入
20.5%

パークサイド
プラザから

流入
10.2%

秋葉原側入口
から流入
47.1%

浅草橋側入口
から流入
22.3%

三井記念病院から流入
0.0%

調査方法 通り抜け等の歩行者動線の傾向から、公園のレイアウトの特性や周囲の敷地との関わりの強さ等を分析

調査日
平日：令和６年11月25日（月）、令和７年10月30日（木）
休日：令和６年11月24日（日）、令和７年11月２日（日）

（公園台帳平面図を加工して作成）



19
（４）公園の利用状況のまとめ

• 平日・休日ともに利用者数が多く、特に平日は朝（10時頃まで）と昼過ぎ（14時頃）、休日は夕方（15,16時頃）の利用が

多くなっています。

• 平日は子ども連れだけではなくビジネスパーソンの利用も見られ、休日は子ども連れによる利用が多くなっています。

• 遊具やじゃぶじゃぶ池の利用、ベンチでの滞留に加え、中央の芝生広場でもくつろぎや運動など、多様な利用が見られる

ことが和泉公園の大きな特徴となっています。

• 平日は西側園路を南北往来する利用が多く、休日は遊具等で遊ぶ利用が多くなる傾向にあります。

• 利用者が訪れる方面は、秋葉原側入口からが最も多くなっています。

• 秋葉原側入口からの利用者は、パークサイドプラザ・北側通路・三井記念病院への往来が多く、南北の通り抜けを目的と

した利用も多くなっています。

全体的な傾向

利用者属性

アクティビティ

動線



南風 南西風

平
面
図

断
面
図
（
西
向
き
）

２－４．風環境シミュレーション 20

強風による滞在快適性の低下

• 敷地内及び周辺の建物の３Dモデルを用いたシミュレーションの結果、現状の建物及び公園の配置では、南～南西からの風が

北側に位置する三井記念病院の壁面にあたり、その吹きおろしにより、公園内に強風が発生するエリアが生じています。

敷地を上空から見た図に地表面
＋１ｍの高さに吹く風の強さを
色で示しています。 和泉小学校

校庭

和泉小学校

校庭

和泉公園

三井記念病院 三井記念病院

和泉公園

三井記念
病院

佐久間
学校通り

佐久間
学校通り

三井記念
病院

和泉公園 和泉公園

現況の建物配置における風環境
シミュレーション

・風があるときにビル風が強くな
り、ほこりや土が舞い上がり痛い
くらいになる。風が強い時には子
どもを連れて行きにくい。

・強風で納涼会のテントが建てられ
なかった。

・少しでも風が弱くなると施設配置
だと良い。

公園の風環境（地域の方からの声）

敷地を上空から見た図に地表面＋１ｍの高さに吹く風の
強さを色（青色→赤色、弱風→強風）で表示

速度m/s

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0

佐久間学校通り 佐久間学校通り

和泉
小学校

校庭

和泉
小学校

校庭



関係者及び地域の方からのご意見

３



22３－１．関係者及び地域の方の意向把握の概要

⚫ヒアリングやアンケート、検討会（学校や園などの施設関係者、地域関係者、隣接関係者等で構成）、オープンハウ

ス型地域説明会等を通じて、関係者及び地域の方と意見交換しながら検討を進めてきました。

第２回オープンハウス型地域説明会第３回検討会第１回オープンハウス型地域説明会 第２回検討会



３－２．意見のまとめ 23

⚫ヒアリングやアンケート、検討会、地域説明会等で得られた意見の概要を整理します。

学校等施設と公園の一体的整備について

児童・園児の負担が少なく、全体機能が向上するのであれば進
めた方がよい

• 仮施設を設けずに学校等が整備でき、児童・園児の負担が少ないので

進めた方がよい。

• 公園も含めた全体の機能が向上するのであれば、進めてもよい。

• 公園が長期間使用できないため、代替スペースは十分考慮してほしい。

• 学校等施設、公園の隣接敷地の住民やテナントへの配慮が必要。

学校等施設と公園敷地の入れ替えについて

イベント時などに広く使えるとよい。運用の工夫やセキュリ
ティの確保は必要

• 納涼大会で利用している。イベント時など広く使えるとよい。

• 校庭面積は広く確保できるとよい。

• 現状の各施設の利用状況を踏まえて、運用の工夫やセキュリティの確
保を十分検討する必要がある。

周辺施設も含めた利便性、セキュリティ、風環境を考慮した配
置・形態としてほしい

• 隣接する病院への配慮（入院棟からの見え方、騒音、佐久間学校通
りから病院への動線の確保等）。

• 風が少しでも軽減される配置・形態が望ましい。

• できるだけ日陰が多くなる配置・形態が望ましい。

• 学校等施設のセキュリティを考慮（校庭と公園のレベル差を設け
る、仕切り方の工夫など）。

• 小学校、こども園、区民施設、それぞれの動線は安全性、利便性の
観点から検討が必要。

子どもに開かれた機能を核に、地域の多世代交流、防災の拠点
としての機能を確保したい

• 小学生と園児が日常的に顔を合わせる環境、子どもに開かれた施
設・機能が集約した環境は維持したい。

• 児童、園児が交流・連携しやすい形態などが検討できるとよい。

• ０～18歳の子どもたちが使いやすい施設にしてほしい。

• 世代間交流が深まるような多世代交流の場となるとよい。

• 地区の防災拠点として、災害時の利用や対策、備蓄倉庫の位置など
も十分に検討が必要。

将来的な利用者数も踏まえたスペースを確保したい

• 児童、園児の増加、必要な職員数に対応できる施設計画としたい。

• 将来的に児童数が減少した際も多目的に使えるような利用を想定し
てほしい。

学校等施設について

校庭は、現状の利用が継続でき、より機能向上できる規模を確保
したい

• 現在の平日の日中・放課後、休日の利用は継続できるような形状や
運用としてほしい。

• 直線で50m トラックが確保できない状況は望ましくない。

• 暑い日でも活動できるよう日陰をつくってほしい。

施設の機能配置等に関してのその他意見

• 児童、園児の上下移動など動線は、負担をできる限り軽減したい。

• 人工地盤下の空間は採光が確保できる工夫をしてほしい。

• 人工地盤下は公園に近いこともあり、公園や地域に関する倉庫、区
民図書室等の公園利用者と相性の良い機能があるとよい。

• 施設利用者の自転車置き場（屋根付きが望ましい）は必要。
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多様な利用状況やニーズを踏まえた機能が検討できるとよい

• 多様な人に利用されており、すべての人が使いやすいものになると良い。

• 遊具やじゃぶじゃぶ池、トイレなどの既存機能は、動線など安全性に配慮しつ
つ継続してあるとよい。特にじゃぶじゃぶ池は新公園にも整備してほしい。

• ボール遊びはできるとよいが、病院利用者など安全性への配慮は十分に必要。

• 小学校の児童からは身体を動かして遊ぶ活動に対するニーズが多い。

• 整備後も南北の通り抜け動線を確保してほしい。

• カフェや図書館など地域利用できる機能が併設されるとよい。

災害時の公園利用も想定した設備や計画としたい

• 災害時の緊急医療救護所、トリアージ空間としての利用を想定し、災害対策
用井戸、防災備蓄倉庫、屋根付きスペースを設ける等を検討してほしい。

公園の緑や設えと隣接敷地への配慮

• 既存樹の移植など、新公園も樹木や自然が多い環境にしてほしい。

• 人工地盤案でも、公園部分については自然感が必要である。

• 安全面から公園内に死角が無いようにしてほしい。

• 樹木や遊具、トイレなどの配置は隣接敷地への影響も考慮してほしい。

公園について

子どもや地域住民の利用空間の多機能化に資する活用
ができるとよい

• 子どもや地域住民の利用空間の多機能化として、コワーキ
ングスペースや音のなる活動や練習など、屋内活動の充実
に資する機能を導入することもあるのではないか。

旧和泉町ポンプ所跡地について

公園の代替措置（じゃぶじゃぶ池など）、敷地内動線の確保

• 公園を使えない期間が長いため、公園閉鎖期間の遊び場や地域行事の場と
しての公園機能の代替措置を十分に検討してほしい。

• 特にじゃぶじゃぶ池は利用率も高く、小さい子どもがいると重要である。

• 佐久間学校通り～病院へのアプローチは、工事期間中も確保してほしい。

工事期間中の配慮について

工事期間中は、代替公園としての活用も検討してほしい

・子どもたちが遊べる場になれば、周辺の保育園にとって
も良いのでは。

・代替公園にする場合、周囲へのフェンス設置などセキュ
リティも検討してほしい。

導入機能は、学校等施設や公園との連携や住み分けを
意識した検討が必要

• 地域で利用する多世代交流や図書館などの機能は、学校等
施設や公園の近くにあることが望ましい。

• 旧和泉町ポンプ所跡地は区境付近であり、地域利用にはや
や不便。特定のニーズやターゲットに対応した機能が良い
のではないか。

風環境の改善や暑さ対策が必要

• 風環境が改善されるとよい。暑さへの対策は検討してほしい。

登下校時の安全性の確保、騒音などへの配慮

• 登下校（特に下校時）の安全策を検討してほしい。

• 子どもたち、近隣住民に対して、工事中における騒音や粉塵等の対策
の徹底。



整備に向けた課題

４



26４－１．学校等施設の現状課題

建物の老朽化

• 設備の経年劣化による故障が
頻発しています。

• 竣工から38年が経過し、大
規模改修か建て替えが必要と
なっています。現敷地でいず
れかの工事を行う場合は、仮
施設へ移転することになりま
す。

児童数への対応

• 学区域内での就学前人口が増
加傾向にあり、教室数が不足
する見込みとなっています。
対応するには施設面積の増加
が必要です。

施設の利便性の不足

• バリアフリーへの対応が不十
分となっています。

• こども園へのアプローチ動線
が脆弱です。来園者が集中す
ると混雑が発生します。

小学校の校庭・こども園の
園庭スペースの不足

• 学校敷地面積が限られるた
め、一部公園敷地（約600 
㎡）内に跨って校庭を設けて
います。

教育施設と地域利用部分の
動線混在

• 学校・こども園部分と地域利
用部分の動線が混在してお
り、防犯管理上からも課題が
あります。

新たな教育需要に対応しきれ
ない施設規模

• 施設や教室の面積が限られて
いるため、ICT 教育への対応
や多様な学びの環境づくりが
困難となっています。

パークサイドプラザの外観

老朽化が進む設備機器 教育施設と地域利用の共通の出入口

こども園につながる階段

一部公園内に設けられた校庭

和泉小学校の普通教室
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時代・環境の変化にあった
遊び場等の不足

• 猛暑の際に、日陰の下で遊べ
る場所が不足しています。

• インクルーシブ遊具がなく、
幅広い利用者を受け入れる遊
びの環境整備が不十分です。

滞留・活動を促す
ファニチャー類の不足

• 公園の利用者数に対してベン
チ等の滞留可能な設えが不足
しています。

佐久間学校通り沿道の緑環境
の充実

• 佐久間学校通りと和泉公園
は、共に市街地内の空地空間
となっています。施設・公園
の再整備にあたっては、これ
らの空間を地域のオープンス
ペースとして一体的にとら
え、沿道におけるさらなる空
間の拡充と緑化の充実を図る
ことが必要です。

先駆的活用のさらなる推進

• 子どもの遊び場事業で、ボー
ル遊びは定期的に行われてい
ますが、住民のやりたいを実
現できる環境整備の更なる推
進が必要です。

子どもの遊び場事業でボール遊び

遊具広場 道路と公園による空間

園路沿いに配置されているベンチ

４－２．公園の現状課題



主に学校が利用している公園用地
の存在

• 都市計画公園として位置付けられ

ている面積は4,600 ㎡ですが、そ

の一部（約600 ㎡）は校庭として

も使えるよう整備され、学校の教

育活動がある日に校庭として使わ

れています。

• 施設・公園の再整備にあたって

は、公園敷地4,600 ㎡をいつでも

公園側で有効に利用できるように

する必要があります。

一部が都市計画公園区域に含まれる校庭

（公園台帳平面図を加工して作成）

28



一体的整備の考え方

５



５－１．施設規模の想定 30

学校等施設は老朽化以外に施設規模等の課題があるため、大規模改修ではなく建て替えに取り組むこととし、新たな施設

については、地域の就学前人口の増加を見通し、子どもに関わる小学校・こども園・こどもプラザ（児童館・学童クラブ）

の３つの機能を大幅に拡充するとともに、地域利用・公園施設機能も加え、施設規模約16,500㎡を想定します。

⚫ 児童数の増加に対応できるよう、普通教室を現

状の12学級から最大24学級規模※に拡大します。

また、ICT 教育環境を整えたゆとりある教室や将

来的な小学校教育における動向・ニーズの変化

に対応できるよう、各室やスペースの面積増加

を図ります。

⚫ 体育館・プールは地域開放を想定し、機能を充

実します。

小学校

普通教室・

特別教室・

管理諸室・

体育館・

プール等

現況
7,091㎡

面積増加
・機能充実 約11,000㎡

⚫ 病後児保育室・図書コーナー等の新たな設置に加え、保育室等の従前機能

の充実を図ります。

こども園

保育室・

生活諸室・

管理諸室等

現況
1,942㎡

機能充実 約2,500㎡

⚫ 学童保育室、一時保育室の拡大に加え、新たに多目的室・遊戯室等ととも

に、区民図書室（館）等の地域利用機能を設置します。

こどもプラザ他

学童保育・
一時保育・
児童館機能等

現況
686㎡ 機能充実 約3,000㎡

施設規模：
小学校

約11,000㎡
こども園

約2,500㎡
こどもプラザ他

約3,000㎡
延べ面積

約16,500㎡

区民図書室（館）
・会議室・倉庫等

現況
1,737㎡

必要な機能・諸室を引き続き
検討し、その結果に応じて規
模を調整します。

規模については、引き続きこども園と意見交換
を行い、必要な機能・諸室から適正規模を設定
します。

施設敷地と公園敷地に跨る公園施設（教養施設
としての図書室等）を含む規模であり、小学
校・こども園の規模・配置等の調整結果も踏ま
えて適正規模を設定します。

※少人数展開授業等で使用する教室を含みます。



５－２．一体的整備の必要性 31

建て替えを現敷地で行う場合、仮施設への移転が必要にな

りますが、公園との関係も含め以下の点が課題となります。

⚫ 仮施設への移転により、２回の引越し及び児童・園児及び関係者の通

学・通園の場所が変わる等の負担が生じる。

⚫ 近隣での仮施設を整備するための用地及び整備費の確保が必要。

⚫ 現状の学校・公園の敷地形状が変わらないため、都市計画公園のうち

約600㎡を平日に学校が使用している状況がそのままとなる。

【現 況】

【整備後】

敷地の入れ替えによる整備

上記の課題を解決するため、隣接する和泉公園と敷地を入

れ替え、新たな公園と学校等施設を一体的に再整備します。

⚫ 一時移転による児童・園児及び関係者への負担がなくなる。

⚫ 新施設整備が一度で済み、仮施設の用地及び整備費が不要。

⚫ 都市計画公園の面積（4,600 ㎡）を等積で再配置する際に、まとまっ

た利用しやすい形状（整形）に変更できる。

⚫ 公園内を学校が使用している状況を一旦リセットして、両者にとって

より良い整備・利用内容を検討することができる。

再整備によって生じる新たな課題

⚫ 単純に新たな学校敷地内に校庭を整備した場合は、校庭で利用できる

面積が減少する。



５－３．公園の面積・機能と教育環境の両立 32

限られた整備区域内で都市計画公園の面積・機能と十分な教育環境（校庭面積）とを両立させる必要があります。

地表面で公園・校庭をタイムシェアする「地表面兼用パターン」、建物の屋上を校庭とする「屋上校庭パターン」も

考えられますが、公園は１階、校庭は２階と上下に分離することでセキュリティを確保しつつ両者の機能を充実させる

「人工地盤※校庭パターン」が、制度的・技術的・機能的な観点から実現性・有効性が高いと言えます。このため、「人

工地盤校庭パターン」にて整備内容を具体化していきます。

同じ地面を校庭と公園でタイムシェ
アするもの。広く使うことができる
が、平日は学校が使用するため、公
園として使える面積・時間が大幅に
制限される。また、公園は不特定多
数者向けに設えるため、同じ場所を
使う校庭（学校）のセキュリテイは
低下する。

現在と同じく人工地盤上にセキュ
リテイが確保された校庭を設ける
もの。一部公園内に張り出した部
分を公園施設とする点も同じ。違
いは、人工地盤下の１階部分をい
つでも公園利用者が利用できるよ
うにし、その機能を学校敷地内に
も拡大する点。

施設の屋上に校庭を設けるもの。
公園と校庭の場所は離れ、一体利
用も行わないため、校庭（学校）
のセキュリテイは確保される。し
かし、小学校・こども園の児童・
園児が校庭を利用する際、毎回最
上階までの上下移動が必要となる
点で不便。

○公園と校庭の兼用事例調査

→「地表面兼用パターン」の事例では、校

庭・公園を広く確保できているが、管理

運営面から一定の留意点あり

○導入機能の庁内意向調査

→「人工地盤校庭パターン」は、施設が公

園に隣接することを活かした公園の多機

能化や公園利用者向け機能の充実が可能

機能

○公園内の人工地盤整備の

制度的検討

→公園施設としての人工地盤であれば、最

大で合計1,000㎡程度（建ぺい率22%）ま

で公園内に建築可能

制度

○施工者ヒアリング調査

→「人工地盤校庭パターン」は、施工期間

は要するものの、施工は可能

技術

○人工地盤校庭パターンの

施設内の機能配置の検討

→必要な諸機能・面積を収めることが可能

（第７章参照）

機能
技術

制度的、技術的、機能的にも、
人工地盤校庭パターンが◯

※本構想では、運動等ができるよう広く整備した建物１階の屋根部分を人工地盤と呼びます。



33５－４．人工地盤校庭パターンによる一体的整備イメージ

※図示している建物内レイアウトは一例であり、今後の基本計画・設計を通じて確定し
ていきます。また、整備イメージの展開例については、第７章にて掲載しています。

人工地盤校庭パターンによる一体的整備のイメージを示します。

⚫ 地上レベルにおいて都市計画公園の必要面積を確保しつつ、両敷地に跨るように人工地盤を整備します。

⚫ 人工地盤上のレベル（２階レベル）はセキュリティが確保された広い校庭として利用します。地上レベルは公園に面したピ

ロティ空間の公園施設（屋根付広場や教養施設等）として地域住民・公園利用者の利便性が上がる機能を導入し、その機能

を学校敷地内も拡大します。

⚫ また、教育活動がない日の人工地盤上の地域開放（校庭開放等）は、現在と同様に継続していきます。（公園側から直接人

工地盤上に上がれるアクセス路を確保）

• 佐久間学校通りと北側

（三井記念病院側）を行

き来できる動線を確保

• 公園内の人工地盤は都市公園法の規定に基づく公園施設（屋根付広場・教養施

設等）として整備

• 佐久間学校通りに沿ったオープンスペースを、施設敷地内も含めて連続して確

保し、ゆとりある沿道空間と緑環境を創出

• 周囲の市街地形成への影響を踏まえた公園・広場に類する空地としても機能



５－５．敷地の入れ替え・一体的整備による効果と影響 34

■立体的な配置による双方の機能を充実させる
空間の創出

公園と校庭の立体的配置による機能の充実（東西断面）

⚫従前の公園に隣接する敷地に対しては、敷地の入

れ替えにより環境の変化を与えます。

⚫このため、三井記念病院の病室棟（９階から上

階）の屋外への視線確保、及び佐久間学校通り南

側街区の市街地形成（道路からの高さ制限）に配

慮し、新施設の高さ設定や道路に沿ったオープン

スペース（公園・広場に類する空地）を確保しま

す。

⚫このオープンスペースを含めて、公園敷地・施設

敷地の全体で緑の総量を維持・増進させること

で、緑環境を充実させます。

西 東

周囲の市街地等に配慮した施設・公園の配置（南北断面）

北 南

■周辺の市街地への配慮と貢献

⚫立体的な整備により、公園と校庭の必要面積の確

保が可能となります。

⚫校庭としても利用する人工地盤を、公園施設であ

る屋根付広場（日陰・雨除けの空間）・教養施設

（図書室等）として整備するとともに、施設敷地

側にもその機能を拡張させ、公園自体の利用や活

動の活性化を促進（公園の多機能化：公園づくり

基本方針）します。

双方の機能を
充実させる空間
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⚫２－３．公園利用状況調査にて示すとおり、現在

も多様な公園の利用が見られる中、公園の再整備

による遊びと学びの場としての機能を充実させま

す。

⚫特に南西側から北側通路や三井記念病院への往来

が多い現状を踏まえると、公園が西側に移動する

ことでアクセス性が向上します。

■より利用しやすい公園の配置・機能の実現 ■公園誘致距離圏外のエリアの部分解消

⚫都市計画公園には公園誘致距離の考え方があり、

街区公園は250m 圏外のエリアがなるべく生じない

ことが望ましいとされています。

⚫公園が西側に移動することで、区内の公園におけ

る誘致距離圏外であったエリアの一部が、新たに

誘致距離圏内に含まれます。

従前区域の東側
は、他公園で誘
致距離がカバー
されている

誘致距離が
西側に拡大

和泉公園

公園の移動による誘致圏エリアの拡大南西側からのアクセス性の向上

（基盤地図情報（国土地理院）を加工して作成）



春～夏の卓越風 秋～冬の卓越風

南風 南西風 北北西風

既
存
配
置

敷
地
入
れ
替
え
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■地上レベルで強風が生じる範囲の削減

既存配置及び敷地入れ替えによる風環境シミュレーション：敷地を上空から見た図に地表面＋１ｍ（人工地盤
上については新校庭面＋１ｍ（地表面＋6m））の高さに吹く風の強さを色（青色→赤色、弱風→強風）で表示

⚫現在、和泉公園には強風が吹くことが多い実態があ

り、周辺の高層建物による影響と考えられます。風環

境シミュレーション結果では、既存配置の場合、特に

春～夏の卓越風が三井記念病院にあたった吹きおろし

で生じる強風の影響が顕著となっています。

⚫施設と公園の敷地を入れ替えることで、地上（公

園）・人工地盤（校庭）レベルで強風が生じる範囲が

縮小することが確認できます。部分的な強風も植栽等

によって抑えることで、地上レベルで強風が生じる範

囲の削減が期待できます。

速度m/s

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0

和泉小学校

校庭
和泉公園

三井記念病院

佐久間学校通り

新施設新校庭新公園

和泉小学校

校庭
和泉公園

三井記念病院

佐久間学校通り

新施設新校庭新公園

和泉小学校

校庭
和泉公園

三井記念病院

佐久間学校通り

新施設新校庭新公園



５－６．都市計画変更の必要性 37

⚫敷地の入れ替えによる施設・公園の整備を実現するた

めには、都市計画公園の区域（位置）の変更が必要と

なります。

⚫現在の都市計画公園の区域に境界をあわせている第四

種中高層階住居専用地区※も、都市計画公園と同時の

都市計画変更が必要となります。

⚫これらの都市計画の変更に向けて取り組みます。

【現行の都市計画】 【都市計画の変更案】

• 両敷地に掛かる都市計画（都市計画公園、第四種中高層階住居専用地区）の変更に向け、関係

機関との協議等に取組みます。

• また、公園内の施設整備について、管理方法も含めた制度的・技術的な検討を進めます。

都市計画の変更案

※第四種中高層階住居専用地区：６階以上の部分を住宅等の用途にするよう制限される地区です。ただし、学校などの教育施設には適用されません。



施設計画の方向性

６
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学校等施設と公園の整備による効用を最大化するため、昨今の各施設整備のあり方を踏まえる必要があります。

６－１．全体に係る整備の方向性

⚫ 学校施設においては、全ての子どもたちの可能性を引き

出し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実に向

けた学び舎が求められています。

⚫ そのため、「学び」を「幹」に据え、その学びを豊かに

する「枝」として、「生活」「共創」の空間が必要です。

⚫ また、学び舎の土台として着実に整備を推進する「根」

として、「安全」「環境」の確保が必要になります。

⚫ 公園においては、千代田区公園づくり基本方針に示され

る通り、より良くするための４つの視点があります。

⚫ 遊具の充実、ボール遊びやイベント利用などの多様な

ニーズの実現に向けた柔軟な運用と、高齢者や障がい者

への使いやすさの改善、立地・利用者の特性や環境の保

全に配慮した整備、地域住民・民間企業などとの連携に

よる公園づくりなどが必要となっています。

（出典：「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」文部科学省） （出典：千代田区公園づくり基本方針）

公園をより良くするための４つの視点
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各施設整備のあり方を実現するためには、それぞれの機能の充実が求められますが、限られた敷地における必要規模へ

の対応、都心至近の立地における学び舎として求められる機能の確保、地域の住民・関係者のニーズに応えるパブリック

スペースの創出を目指すため、学校等施設と公園の連携と、各施設の再整備の視点から、施設計画の方向性を示します。

■学校等施設と公園が連携した空間づくり

⚫ 学校等施設と公園との連続性の確保や融通し合う空間利用を通じた子ども

たちの活動の充実と地域のにぎわい、交流の促進

⚫ 公園に面して親和性の高い機能を導入することで、利用の相乗効果を発揮

⚫ 地域並びに隣接する病院や民間企業との協働の場として、様々な地域活動

の場や災害時の拠点として活用

⚫ 学校等施設と公園の利用者双方が安心して利用できるセキュリティの設定

や管理運営のあり方の検討 など

学校等施設と公園の連携（一体利用）

公園

多様なニーズに応え

使いやすく魅力的な

パブリックスペースの創出

学校等施設

学び舎として

目指す姿の実現

公園 地域利用

セキュリティ
の設定

（必要に応じて
適宜連携）

校庭・園庭 こども園

小学校

こどもプラザ

スムーズな
動線・連携

学校等施設と公園の連携イメージ
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■新たな教育需要にも対応可能なゆとりある教育環境を整える

■安全・安心を確保しながら、心身の健康と環境に配慮した施設づくり

⚫ 児童数の増減、多様な学習形態、ICT教育環境への対応

⚫ 異年齢同士の交流の創出、共に成長できる環境の構築等、小学校、こども園、児童館的機

能の独立性確保と連携

⚫ メンテナンス、改修等に柔軟に対応できる施設計画 など

⚫ 教育施設と地域利用部分の適切な区分とセキュリティの確保

⚫ 限られた敷地を最大限活用し、思い切り身体を動かし、健やかでたくましい心と体の育成

⚫ 子ども自身と子どもを取り巻く環境の多様性を受け止める寛容な施設計画

⚫ 都心のなかでも、自然や四季を感じられる建物、省エネルギー化の推進 など

■地域に開かれ、ともに育む、防災拠点にもなる施設づくり

⚫ 学校を取り巻く様々な人々が活動する地域の子育て、コミュニティ活動、生涯学習の場の

創出

⚫ 災害発生時には地域と連携し、避難場所、防災拠点として機能

⚫ 旧佐久間小学校及び旧今川小学校、和泉小学校の歴史・伝統・校風の継承 など

メディアセンターのイメージ

体育館のイメージ

普通教室のイメージ

６－２．学校等施設に係る整備の方向性
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■様々な活動を受け止める都会のオアシスの創出

■周辺環境とのつながり・みどりの維持向上

⚫ 都心部の駅至近にありながら、人々に癒やしを提供する伸びやかなみどりのオープンス

ペースの創出

⚫ 多様な利用者を受け入れるバリアフリーでインクルーシブな公園環境の実現

⚫ 夏場の利用を促進する日陰や設えの用意

⚫ 隣接する小学校やこども園等、地域の方や団体が活動・協力できる余地の確保

⚫ 各種イベント、災害時の活動等への配慮 など

⚫ 通り抜け動線や周辺施設の利用動線の継続的確保

⚫ 道路に沿ったオープンスペースの確保、及び公園敷地・施設敷地の全体で緑の総量を維持・

増進

⚫ 死角をつくらない等のセキュリティ面への配慮

⚫ 公園にいざなうエントランス空間の創出 など

■公園及び地域の歴史的積層の尊重

⚫ 防火守護地としての歴史を踏まえた地域の防災拠点としての活用

⚫ 医療施設の集積地としての歴史を踏まえた大規模災害時のトリアージ空間としての利用の想定

⚫ 既存のみどりの保全

⚫ 地域の歴史を未来へ継承する設え など

インクルーシブ遊具のある広場

地域の歴史を伝えるサイン

シェルター下（ピロティ下）の
ベンチ

６－３．公園に係る整備の方向性



⚫ 近年のお茶の水小学校・幼稚園改築工事、（仮称）四番町公共施設の新築工事での実績、及び区内公園整備での実績をもと

に、工事費単価の動向を踏まえて施設の解体・新築、公園の解体・新設整備の工事費を算出すると、総額で150 ～170 億円程

度になると見込まれます※ 。

43６－４．概算事業費

※現在価値単価は国土交通省が毎年公表している建設工事費デフレーターを活用し、各工事の着工年次から最新年次（令和６年度）
までの建築工事費の変化率を基に算出しています。今後の計画・設計の深度化、工事費の増加などにより、事業費は変化する可能
性があります。

概算事業費：
施設解体工事費

29～34億円
総額

150～170億円程度
施設新築工事費

116～124億円
公園整備工事費

9～12億円

施設解体工
事単価

250～300
千円/㎡ ×

解体
床面積

11,455
㎡ ＝ 29～34

億円

施設新築工
事単価

700～750
千円/㎡ ×

新築
床面積

16,500
㎡ ＝ 116～124

億円

公園整備工
事単価

200～250
千円/㎡ ×

公園
整備面積

4,600
㎡ ＝ 9～12

億円

施設解体工事

施設新築工事

公園整備工事



⚫ 学校等施設と公園施設の入れ替え・一体的整備の方向性を定める本整備構想の策定後、都市計画の変更手続きを行います。

⚫ 『基本計画』は、整備構想の内容を具体化（設計の与条件、施設のスペック、ボリューム、レイアウトなど）して定めます。

⚫ 基本計画策定以降は、新しい施設及び公園の設計を進め、[Step1] 既存公園解体・新施設（第１期：新校舎）整備、[Step2] 

新施設（第１期：新校舎）供用開始・既存校舎解体、[Step3] 新施設（第２期：公園施設）整備・新公園整備の順序で工事施

工を展開していきます。

44

全体スケジュール

６－５．整備スケジュール

新施設
（第２期）
供用開始

新施設（第１期）
供用開始

整備構想・
基本計画
の検討

R６年度

施設・公園の
一体的な

整備構想の検討

整備の方向性

設計段階以降の検討体制は、事業進捗に応じて検討・調整

公園閉鎖期間

【計画・設計・整備】

整
備
構
想
の
策
定

都市計画
手続き

関係機関との
事前調整

検討会や
地域住民・
団体等

・検討会の開催
・関係者ヒアリング
・オープンハウス
・情報発信

【地域との検討】

整備構想の内容を
具体化

基本計画の検討

都市計画
変更
手続き

都市
計画
決定

継続的に
意見交換

基
本
計
画
の
策
定

R７年度 基本計画策定以降

設計・整備

設計

1～2年目

公園解体

新施設（第１期）
整備

3～６年目

既存施設
解体

新公園
整備

新公園
供用開始

6～9年目

R８年度前半

新施設
（第２期）

整備

※ここでは概ねの年数を示しており、実際には整備内容によって変動します。

Step1
既存公園解体・新施設

（第１期）整備

Step2
新施設（第１期）

供用開始・
既存校舎解体

Step3
新施設（第２期）

整備・
新公園整備

完成



⚫ 施工ステップは次に示す通り、大きく４段階に分けることができます。

⚫ 既存校舎と新施設（人工地盤含む）の離隔、施設利用動線・南北通り抜け動線を確保しながら、新施設（第１期）整備、既存

校舎解体、新施設（第２期）・新公園整備を段階的に進めます。

45
施工ステップ



⚫ 和泉公園は新たな施設建設に伴い解体されるため、新しい公園が完成するまでの約８年間は利用できなくなります。そのた

め、この期間中には代替公園を確保することが求められます。

⚫ 近隣の佐久間公園やいずみ児童遊園、さらに和泉小学校の校庭（未使用時間帯の開放）などの有効活用が考えられますが、

これらは既存の施設であるため、旧和泉町ポンプ所跡地を新たな代替公園に活用していきます。以上、４つのスペースにお

いて、利用者、時間帯、役割分担等を整理しながら検討を進めていきます。また、さらなるスペースの確保についても、引

き続き留意してまいります。

46６－６．公園閉鎖期間の代替公園の必要性

代替公園の候補地と和泉公園からの距離 （基盤地図情報（国土地理院）を加工して作成）



⚫ 代替公園として、子どもの遊び場（広場）を整備

する活用プランを一例として示します。

⚫ 新しい公園が整備され、代替公園としての役割を

終えた後は、多世代が集い利用できる場となるよ

う、導入機能や空間構成について検討を行います。

47６－７．旧和泉町ポンプ所跡地の活用

旧和泉町ポンプ所跡地の代替公園のイメージ

※具体的な整備内容は、周辺の公園等の役割分担を踏
まえて今後検討します。

千代田区内のボール遊び場事例 （飯田橋三丁目広場）

所在地 神田和泉町１番地 28（地番）

敷地面積 397.94 ㎡（２項道路セットバック後、約380㎡※）

地域地区 商業地域、防火地域、駐車場整備地区

地区計画 神田和泉町地区地区計画Ｂ地区
• 壁面後退：北側道路からは１ｍ以上、東西の道路
からは、高さ６ｍまでは１ｍ以上、６ｍを超える
部分は0.5ｍ以上後退

• 建物高さ：36m以下
• 道路斜線：緩和認定により適用されない

容積率 500％

許容延床
面積

約1,900㎡

建蔽率 80％

旧和泉町ポンプ所跡地の敷地概要

（基盤地図情報（国土地理院）を加工して作成）

※建築基準法第42条２項により、敷地の後退を行う必要があります。



施設の整備イメージ

７
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今後施設計画を具体化するにあたり、整備構想時点での整備イメージを整理します。

配置例
断面イメージ

体育館を最上階に配置 体育館を地階に配置

矩
形
案

【主なメリット】
⚫ シンプルな外形のため学校内の運営が容易
⚫ 北側隣地の三井記念病院への圧迫感がない

L
字
形
案

【主なメリット】
⚫ 1 フロア当たりの面積が比較的大きい
⚫ 校庭への吹き下ろしの風を低減する可能性がある

施設の配置例

⚫ 第５章で示した人工地盤校庭パターンを前提に、各機能の必要面積を確保しつつ、建物内に諸室を配置します。

⚫ こども園は送り迎えのしやすさ等に配慮して低層階に配置し、中層階は小学校の配置を想定します。

⚫ こどもプラザは各階のレイアウトに応じて低層階もしくは高層階への配置、体育館についても最上階もしくは地階への配置

が考えられます。

⚫ 学校部分の基準階の平面形についても、矩形（四角）とＬ字形が考えられます。

⚫ 以上を踏まえ、次の４パターンを基に施設計画の検討を進めていきます。

７－１．整備イメージの考え方

こどもプラザ
こども園

小学校
小学校

こども園

こどもプラザ

こどもプラザ

小学校

こども園
こども園

小学校

こどもプラザ



50７－２．施設構成の例

• 人工地盤を活用した立体利用

により、公園と校庭の必要面

積の確保、機能拡充

• 体育館の最上階配置の場合

は構造的負担の軽減が可能

• 小学校は２階入口から登下校• こども園は園庭と隣接

整備イメージのうち、矩形案・最上階に体育館の場合を例として示すと次のとおりとなります。

施設 想定面積 既存面積

小学校 約11,000㎡ 7,090.7㎡

こども園 約2,500㎡ 1,941.8㎡

こどもプラザ他 約3,000㎡ 2,422.4㎡

施設合計 約16,500㎡ 11,454.9㎡

(パブリック) (プライベート)
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• 佐久間学校通りと北側（三井

記念病院側）を行き来できる

動線を確保

• 公園内の人工地盤は都市公園

法の規定に基づく公園施設

（屋根付広場・教養施設等）

として整備

• 佐久間学校通りに沿ったオープンス

ペースを、施設敷地内も含めて連続し

て確保し、ゆとりある沿道空間と緑環

境を創出

• 周囲の市街地形成への影響を踏まえた

公園・広場に類する空地としても機能

• 多様な活動や滞留・交

流が生まれるまとまり

ある空間の創出

• じゃぶじゃぶ池、遊具

等の従前の機能・記憶

の継承

⚫ 施設と公園の関係性が生まれ、それぞれが隣接しあうことを活かした公園の多機能化や地域利用者（公園利用者）に

よる活動・交流の活性化につながる施設計画とします。
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施設及び公園の整備イメージ



今後の検討課題

８
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■学校等施設と公園の一体的整備について

⚫ 魅力的な施設・公園となるための空間像、双方の利便性向上につながる導入機能と連携方法、管理運営のあり方の検討

⚫ 施設と公園の敷地・空間の区分の整理を踏まえた公園施設の設置や都市計画公園の変更等の手続き

⚫ 質の高い整備・運営水準を担保する事業手法の検討

⚫ 施設・公園の工事期間中の代替公園・代替園庭の確保（候補：旧和泉町ポンプ所跡地等）

⚫ 工事期間中の動線や安全性、既存施設の快適性等を確保するための施工方法の検討 など

■学校等施設について
⚫ 小学校・こども園・こどもプラザの利便性を踏まえた基本計画・設計の検討

⚫ 日常的な安全性と柔軟な地域開放を両立するセキュリティの設定

⚫ 将来的な教育需要の変化等に対応可能な柔軟性のある施設計画の検討

⚫ メンテナンス、改修等に柔軟に対応できる施設計画

⚫ 地域による施設の利用（地域活動・イベント等による利用、緊急時の避難等）への配慮 など

■公園について
⚫ ５つの機能（シンボル、運動・遊び場、先駆的活用、歴史資源、コミュニティ形成）が充実した公園としての基本計画・

設計の検討

⚫ 学校等施設との連携（児童・園児（周辺保育園含む）による利用等）を考慮した使いやすさの確保

⚫ 地域による施設の利用（地域活動・イベント等による利用等）への配慮

⚫ 緊急時に求められる機能（防災拠点・医療施設との連携）の反映

⚫ 既存の公園敷地内にある樹木の取り扱い、移植等の検討 など

今後の検討プロセスの中で検討すべき課題を以下のとおり整理します。





和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備構想
令和〇年〇月
千代田区教育委員会事務局子ども部子ども施設課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話：03-3264-2111（代表）



千鳥ヶ淵公園

千鳥ヶ淵公園の整備について

千鳥ヶ淵公園
＜所在地＞ 麹町一丁目２番地、一番町２番地

＜土 地＞ 土地所有者区及び国、国有財産無償貸付契約書を締結

＜面 積＞ 約158００㎡ （国の面積は12388.65㎡）

＜内 容＞ 英国大使館隣接地に三菱地所レジデンスの総合設計による
マンション新築工事が予定されている。官民連携による千鳥ヶ淵公園

 整備を計画・検討していく。

<前回改修> 平成19年度 改修工事

＜R7年度取り組み内容＞
・官民連携整備による協定締結（R7年9月２５日）

締結先：三菱地所レジデンス
整備箇所：青色部分

・現地踏査、地歴調査、埋設管状況調査、関係機関協議
・上記を踏まえ、ゾーニング案を検討

①【公園入口１】
端部にスロープがあるが、
急勾配である。

②【砂利道】
砂利道になっており、水
溜まりなどがあり
歩行性に課題がある。

④【西側遊具コーナー】
最後に遊具を整備したの
は平成14年度であり、老
朽化が進行している。

公園の現況

③【公園入口2】
階段と急な坂になっており
入りにくい。

概 要

環境まちづくり部資料 2
令 和 7 年 1 1 月 2 8 日

①

②

③

民間整備

千代田区整備

位 置 図

④

⑤

⑤【東側遊具・こどもの池】
遊具エリアやこどもの池などの機能を有し
ており、子どもが多く利用している一方で
近年は、皇居ランナーが公園内を走ること
もあり、公園利用者との衝突などの安全
面で課題がある。



総務省消防庁の調査によると、熱中症の発生場所のうち
歩道などを含む「道路」の割合が増加傾向であり、調査し
た8つの発生場所のなかで最も大きく増加していることが
分かっています。

炎天下を歩き続けたり、人混みや信号で立ち止まる時間が
⾧くなったりして、熱中症が起こりやすくなっていると考
えられています。

出典：総務省消防庁熱中症情報

歩行者の熱中症を防止するため、区内で歩行者が多く滞
留する交差点部の歩道において、日よけを設置する取り
組みを試行します。

最初の試行箇所として、気温が高くなる時期に備え、
まずは御茶ノ水駅前（区道内）に日よけを試行設置する
予定です。

１日射状況（令和7年8月20日 12:00）

設置箇所

御茶ノ水駅

お茶の水橋



２

日よけの概要

幅５ｍ×２ｍの膜の屋根の日よけを２基設置します。

屋根は巻取り式で開閉することができます。

舗装面より下で脱着できる構造です。

支柱にはクッション材を巻き事故防止を図ります。

運用上の風速は10m/s、積雪時は屋根をたたみます。

今後の予定

1月上旬に埋設物調査を実施した後、設置予定です。

夏場の本格運用までは試行的に開閉し検証を行います。

日よけ設置イメージ（御茶ノ水駅前）

出典：(一財)日本オーニング協会

日よけ構造図（2基設置）



 

 

千代田区耐震改修促進計画の改定について 

 

１．千代田区耐震改修促進計画の概要と改定状況について 

  建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的に進め、大地震の被害から区民の生命・財産を守り 

地震に強く安全で安心なまちづくりを目指すため、平成 20 年４月に「千代田区耐震改修促進計画」 

を策定した。促進計画では、耐震化の目標を定め、耐震化に向けた取り組み方針、耐震化係る様々 

な施策を定める。 

現在の促進計画は、令和３年４月に改定し、令和７年度末の期限となるため、本年度改定作業を 

進める。 

 

２．千代田区の耐震化状況と目標 

   ■対象となる建築物：旧基準（昭和 56年以前）の建築物で耐震性を満たしていないもの 

   ■耐震化の目標を設定している建築物 

 

＊1 令和 6年度の数値･･･住宅・土地統計調査（令和 5年 10月現在）に基づき推計 

令和 5年の耐震化率を、令和 6年 10月現在で時点修正した数値 

 

 

 

 

対象建築物 耐震化率 耐震化目標 

種別 内容 平成 26年度 令和２年度 令和６年度 令和７年度 

住宅 戸建住宅、共同住宅等 

約 90％ 

（25,658戸/ 

28,607戸） 

約 94％ 

（34,807戸/ 

37,055戸） 

約 96％ 

（31,729戸/ 

33,162戸)*1 

おおむね 

解消 

特定緊急 

輸送道路 

沿道建築物 

特定緊急輸送道路に

接する一定高さ（概ね

道路幅員の1/2を超え

る高さ）以上の建築物

［耐震診断義務付け 

対象建築物］ 

 
約 84％ 

（457棟/ 

543棟） 

約 85％ 

（461棟/ 

543棟） 

90％ 

環境まちづくり部 資料４  
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３.改定作業について 

○区内 旧耐震基準の耐震化の状況把握 

〇耐震化促進に向けた、国や都の動向 

・1981年（昭和 56年）～2000年（平成 12年）までの木造住宅の耐震化助成拡充 

○マンション・住宅の耐震化を促進するため、棟単位の耐震状況調査 

      

４.予定スケジュール 

    令和８年３月 パブリックコメント 

        ３月 改定のまとめ 

        ４月 計画改定 



千代田区エリアマネジメントのすすめの策定について 

 

１ これまでの経過 

・ 千代田区都市計画マスタープラン（令和３年５月改定）が示す将来像「つながる都心」や

ウォーカブルなまちの実現のため、また千代田区エリアマネジメント活動推進ガイドライ

ン（令和５年３月策定）の検討事項である継続的かつ日常的なエリアマネジメント活動に

向け必要な対策を検討。 

・ 令和６年度以降は、有識者・区民・関係事業者等による検討会や庁内検討会を開催し、エ

リアマネジメント団体の設立方法や設立後の運営方法について、エリアマネジメントを実

施する際のヒントとなる「すすめ」として整理。 

・ 令和７年度は、パブリックコメントを実施。 
 

２ パブリックコメントの概要 

（１）募 集 期 間 令和７年８月 20日（水）から９月３日（水）まで 

（２）募 集 方 法 ホームページ、直接持参、郵送、ファクス、電子メール 

（３）周 知 方 法 広報千代田８月 20日号掲載、区ホームページ、 

区役所２階区政情報コーナー、区役所５階景観・都市計画課、 

各出張所、千代田区広報掲示板 
 

３ 素案への意見者数 

区分 在住者 計 

パブリックコメント ８人 ８人 

 

４ 素案への意見数 

区分 パブリックコメント 

第１章 エリアマネジメントとは・・・？ １件 

第３章 エリアマネジメントのすすめ方 １件 

その他 ６件 

計 ８件 
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■千代田区エリアマネジメントのすすめ（素案）に対するご意見の概要と区の考え方 

NO 該当箇所 意見提出者の区分 意見内容 区の考え方 

1 第 1 章 

1.区内に住所を有

する方,2.区内に事

務所または事業所

を有する個人および

法 人 そ の 他 の 団

体,3.区内の事務

所または事業所に

勤務する方,4.区内

の学校に在学する

方 

大変恐縮ながら、不動産事業者の一人としての観点から、本素案には強い違和感を感じました。エリマネに対する本質的な誤解を

与えてしまうようにも見えます。検討委員会には著名なエリマネの専門家の方々が加わっておられる中で素人同然の私が知る限りで恐

れ入りますが、エリマネは、多くの場合は、大規模な不動産開発を契機に周辺地権者や地元関係者と事業者が集まって、開発エリア

周辺の資産価値を高め、効果的に資源資産を管理運用することを目的に組成されるもので、数十年単位での「継続的な取り組み」を

進める協議体です。チームや仲間を集めて行われるショートトライな「単発的な活動」はエリマネではなくボランティアによる地域貢献で所

謂まちおこしです。特に概要版の第三章の各ステップは、過去の神田のプレイスメイキング事業をベースにしたのかなと感じましたが、行

政がエリマネを間違ったかたちで一般化するべきではないと思います。 

エリマネはまちづくりを中心に地域の価値を高め進化させる「取り組み」をするもので、まちおこし的なイベント等の「活動」に限定するも

のではありません。さらに、地域の資源資産の管理運用(マネジメント)をする権限を持つ地権者、不動産管理会社やマンション管理組

合・ビルオーナー・企業等を主体に加えなければエリマネは成立しません。各地域のお祭りもそういった地域の地権者や企業の協賛で成

り立っているように思います。本素案のエリマネの主体からは、最も重要な要素である地権者が除かれてしまっています。本素案の内容

では、何ら権利を持たず責任を負うこともない単なるユーザー(極端に言えば身勝手なまちづくり会社や一部団体のチーム)に、このエリア

のマネージャーは私達ですと勝手に名乗られてしまう状態もありえます。そんなものを区に推進されたら、地権者の方々からすると、迷惑

であろうと思います。 

無理のない可能な範囲で、本素案の改訂を推奨します。せめて主体には国交省のエリマネ推進ガイドラインに沿って地権者を加える

べきですし、単なる「活動」という表現も減らし、取り組みや意見交換、まちづくりという表現をもっと増やすべきだと思います。できれば、千

代田区のエリマネは、丸の内等と同様に、地権者等(マンション管理組合・区分所有者、不動産管理会社、ビルオーナー、邸宅オーナ

ーなど)を主体とする権利者とその使用人で構成された協議体とし、町会や学校や商店街その他団体を支える土台となる組織になるこ

とが望ましいです。千代田区のエリマネは、建物管理費や賃料等の収納を通じて町会費の収納を補助し、町会等が地域の土地建物

を有効活用するための使用許諾などの意思決定と、必要な合意形成を促進し、長期的なまちづくりの取り組みを進めるための、調整

窓口として機能するべきと考えます。賃貸居住者や学生などエリアの使用者に留まるも方も参画する町会等(地域ユーザー組織)とエリ

マネ(地域オーナー組織)は明確に区別し、ユーザーはまちおこし、オーナーはまちづくり、公共機関は両者のサポートと、役割分担と責任

分担をすることで、地域の活性化と、より良いまちづくりの促進が見込めるものと考えます。 

千代田区が不動産協会に 5 年間の転売規制を要請したように、区は、大手不動産管理者各社に対し、各地域のエリマネ組織の

立ち上げを水面下で相談すれば良いのです。隣接するマンション同士、建物同士が連携することで、建物の隙間のデッドスペースが活

用できたり、歩行者の障害となる無駄な壁や段差を減らしたり、空き駐車場や清掃員を共有したりできます。管理効率上昇による人

手不足対応と、利便性向上が可能になります。地域地権者への窓口としてのエリマネ組織があれば、町会や地域住民が公開空地や

私有地を活用しやすくなります。不動産管理会社が主体的且つ積極的にエリマネと地域連携をやりたくなるような制度設計をするべき

だと思います。千代田区マンション管理認定制度の認定基準にエリマネへの参画を加えても良いと思います。 

区の予算は効率よく効果的に活用しなければならず、草の根のボランティア支援のような地道で費用対効果の悪い使い方は避けて

頂きたいです。 

ご指摘を踏まえ、「活動」という表現については一

部を「取組み」に修正しました。 

なお、エリアマネジメントの主体として「地権者」が

必要であるとのご意見については、区も同様に考

えており、P2 のエリアマネジメントの説明に地権

者を明記しております。 

本すすめでは、大規模開発に起因するエリアマネ

ジメントだけでなく、住居系地域でのエリアマネジ

メントや小規模な活動を継続的に実施することも

エリアマネジメントとして考え、千代田区でチャレン

ジしやすいような内容を記載しております。 

また、継続的な取組みや様々な課題の解決、地

域力のさらなる強化のためにはエリアマネジメント

団体と町会等の地縁組織が連携することが重要

であると考えております。ご指摘いただいた内容は

ご意見として受け止めさせていただきます。 

  

環境まちづくり部資料５-２ 
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NO 該当箇所 意見提出者の区分 意見内容 区の考え方 

２ 第３章 
1.区内に住所を有

する方 

1 国交省のガイドラインの骨子では、ガイドラインを条例化する事で、各関係者が内容を理解して行動をする事の重要性を書いて有り

ます。また条例化する事で議会の関与を求め、ガイドラインの変更をする場合には、議決が必要になるからだと思います。 

過去にガイドラインの一部が変更になり、ガイドラインの正当性に問題点が出て、住民との間で意見と見解に齟齬がでた事もあるからで

す。 

2  今の千代田区でエリアマネージメントが、どれだけ有り都市計画で決められた事に合致しているかが明確に解る事が大事です。今ま

で同様な役割を果たしていた町会との関わりからも、エリアマネージメントの運営が誰にでも公開される事が重要なので、公開性を高め

る様にガイドラインに明記すべきです。 

3  特にエリアマネージメント運営組織の公開性を高める方策が書かれて無いです。 

以上です、明確にわかる様にして欲しいです。 

本すすめでは、これからエリアマネジメントに取り組

むことを検討しているなどショートトライしたい方に

も向けて、参考となる事項をまとめております。そ

のため、都市再生推進法人等公共性の高い団

体に限らず、幅広い方・団体に活用いただくことを

想定して記載しております。 

なお、ウォーカブルなまちづくりに関しましては、活

動を支援した団体の報告書を HP に掲載するな

ど情報の公開・発信を行うことで、主体間の連携

を促進し、また、新たな活動を考える主体に先行

事例の成果や課題を共有しています。 

エリアマネジメントの支援策としても、本すすめ

P41 に記載のとおり情報発信の仕方について検

討してまいります。 

３ その他 
1.区内に住所を有

する方 

民間事業者（デベロッパー）が参画したいエリアのエリアマネジメントは民間事業者の推進力で形成されているように見受ける。 

他方、民間事業者が注力していない（し難い）エリアは中長期的な視点での取り組みが滞っているように見受けられる。 

滞っているエリアこそ行政が主導的に、積極的な意思形成の働きかけと、推進に向けての課題解決のファシリテーターを担うことが不可

欠と考えれる。 

本すすめについては、千代田区においてエリアマネ

ジメント活動にチャレンジする際の一助となるよう

な内容を記載しています。 

また、地域のまちづくりの指針や具体のまちづくり

について話し合うまちづくり協議会等への支援の

考え方や仕組みをまとめた「千代田区まちづくり

支援ステーション～シティハブ～のあり方」を令和

7 年 6 月に策定しております。 

今後はこれらの考え方に基づき、具体的な支援

策について検討を進めてまいります。 

４ その他 
1.区内に住所を有

する方 

横断歩道に信号機を設置すべき 
 
神田明神通り 
住友不動産秋葉原ビルと秋葉原カルチャーズゾーンの間は信号機のない横断歩道がある。千代田区外神田 1-7-6 付近 
国道 17 号と中央通りの間にあり昔から歩行者が多く、白バイも待機しているなか厳密に道交法を守り歩行者妨害要件に抵触しない
ようにすると車は通過出来ない。信号がないため斜め横断する歩行者や自転車も多く極めて危険かつ非効率的な道路設計となってい
る。 

観光客も増える中つまらない交通事故を起こさない為にも付近の信号と連動した信号機を設置して欲しい。 

横断歩道の所管は警察であるため、ご意見につ

いては、警察へ情報共有いたします。 
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NO 該当箇所 意見提出者の区分 意見内容 区の考え方 

５ その他 
1.区内に住所を有

する方 

エリアマネジメントの基本のキは治安だと考えます。治安が保障されなければ来て欲しい人が集まらず、地域の魅力も発揮できません。

私自身、ここ 2 年ほどで体感治安の急速な悪化を感じています。 

私は 3 年ほど前から秋葉原駅・神田駅から徒歩 10 分圏内に住んでいます。2022 年から 2023 年前半はコロナ禍の影響もあり人が

比較的少なく、とても暮らしやすかったです。2023 年後半から街が許容できるレベルを超えた人が来始め、2024 年からは完全にオー

バーツーリズムの様相を呈し、本当に暮らしにくくなったと感じるようになりました。 

この意見を裏付けるように、X（旧 Twitter）で「秋葉原 治安」で検索すると、毎日のように秋葉原の治安が悪く近付きづらいという投

稿が見られます。 

・ゴミのポイ捨て ・路上喫煙 ・コンカフェや風俗店の客引き ・夜間の車やバイクの集まり ・ナンバープレート不装着のモペット 

などはいつでも一通り目撃しています。 

昨年から区に対して治安改善の要望を続け、警察などとの連携も進めていただいているとは承知していますが、残念ながら未だに十分

な効果を実感できていません。そのため、エリアマネジメントの枠組みを積極的に活用して治安改善に取り組むことが重要だと考えます。

地域一体となった清掃活動や防犯パトロール、事業者との協力による秩序づくりを通じて、まずは「安心して暮らし・訪れることができる

街」と感じられる環境を取り戻すことが、千代田区の特に秋葉原・神田エリアの持続的な発展につながると考えます。 

区としましても、地域の皆様や来街者が安心して

過ごせる環境づくりは重要と認識しており、これま

でも関係機関と連携しながら、ポイ捨てや路上喫

煙などのマナー違反行為の防止、客引き行為の

指導などに取り組んでおります。 

今後も、関係各所との連携を強化し、地域の
実情の把握に努めるとともに、エリアマネジメントの
支援策について検討してまいります。 

６ その他 
1.区内に住所を有
する方 

千代田区のエリアマネジメントに関する意見公募につきまして、秋葉原地区の現状について、住民として以下の点を懸念しており、改善
に向けた取り組みを提案したく、意見を提出いたします。 
 
■治安の悪化と生活環境の低下 

秋葉原駅周辺では、ホームレスの方々の増加や、ポイ捨てゴミが目立つといった問題に加え、ガールズバーなどの客引き行為が依然とし
て多く、他の区と比べても改善が見られず地域全体の治安や生活環境の悪化が懸念されます。 
エリアマネジメントにおいては、地域住民が安心して暮らせる環境整備が重要です。ホームレス問題への支援、ポイ捨て防止活動の強
化、そして客引き行為の抑制に向けた啓発や取り締まりの強化など、多角的なアプローチによる改善策を検討していただきたく存じま
す。 
■スーパーマーケットの不足による居住環境の課題 
神田・秋葉原地区では、スーパーが極めて少なく、地域住民の利便性を著しく損なっています。快適なまちづくりには、多様なニーズに
応える生活関連施設の充実は不可欠です。スーパーの誘致など、地域住民が快適に生活できる環境整備を進めていただきたく、要望

いたします。 
 
これらの課題に対して、地域住民、事業者、行政が連携し、秋葉原地区がより魅力豊かで、誰もが安心して暮らせるまちとなるよう、エ
リアマネジメントの推進をお願い申し上げます。 
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NO 該当箇所 意見提出者の区分 意見内容 区の考え方 

７ その他 
1.区内に住所を有

する方 

千代田区エリアマネジメント素案の方向性に賛同いたします。そのうえで、地域に住む一市民として、以下の課題について特にご検討を
お願い申し上げます。 

1. ファミリー層の定着支援と地域文化の継承 
独身時代から地域に暮らし、神田祭ではお神輿を担ぐなど地域文化に参加してきた住民も、結婚や出産を機にファミリー向け住宅が
極端に少ないため、そのエリアに住み続けられず他区へ転出せざるを得ない現状があります。この結果、地域文化を次世代に継承する
基盤が失われつつあります。再開発にあたっては、商業機能のみならず、「今そのエリアに住む人々が家族と共に住み続けられる選択
肢」を必ず残すことを強く求めます。 
2. 子育て環境の整備 
区内の一部学区（例：お茶の水小学校エリア）には児童館や保育園が存在せず、子育て世帯にとって大きな不安要素となっていま
す。本来であれば児童館や地域拠点を通じてファミリー同士や地域と自然につながれるはずですが、現状では基盤が欠如しています。
児童館や地域子育て拠点の新設・充実を通じて、子育て世帯が安心して住み続けられる環境を整備していただきたいです。 
3. 地域活動への参画導線の不足 
マンション中心の居住形態では町会加入の導線がなく、特に少数派であるファミリー世帯が孤立しやすい現状があります。児童館や交
流施設に町会と連動したプログラムを組み込むこと、あるいは全戸配布される区の広報誌に地域活動情報や参加方法を定期的に掲
載することにより、誰もが自然に地域活動へ参画できる仕組みを整えていただきたいです。 

4. 再開発における住宅と文化資源の保全 
駿河台交差点周辺などで予定されている再開発では、数少ない住宅や歴史的店舗が失われ、大型商業施設中心となる懸念があり
ます。地域の魅力は、ビジネスと歴史・文化・暮らしが共存してきた点にあります。今後の再開発では、ファミリー向け住戸や地域文化を
継承する仕組みを組み込むことを強く求めます。 
これにより千代田区が、子育て世帯が安心して住み続けられ、地域の文化や歴史も息づく、多世代に開かれた持続可能なまちとして
発展することを願います。 

区としましても、地域の文化継承や子育て環境
の充実、地域コミュニティの活性化は重要と認識
しており、これまでも地域コミュニティの活動や子
育て、地域文化の保全等様々な支援に取り組
んでおります。 

今後も、関係各所との連携を強化し、エリアマネ

ジメントの支援策について検討してまいります。 

８ その他 
1.区内に住所を有

する方 

千代田区行政にはいつもきめ細やかな対応をいただき、深く感謝しております。 

今回エリアマネジメントについて意見公募がありましたので、以下の通り提出いたします。 

麹町地区の現状認識ですが、地区の再開発等の意見相違から、町会・千代田区行政と一部の区民が対立し、その影響もあって区

民同士の意思疎通が難しくなっているかと思います。 

もともとマンション世帯が多いなか、区民の太宗はできるだけ関わらないように町会に加入しなかったり、近隣とのコンタクトを避けているの

が現状かと思います。 

ただ、防災や児童・障害者・高齢者支援（セルフネグレクト対策等）の観点からもそのような状況は望ましくないかと存じます。 

以下の通りの提案をいたしますのでご検討いただければ幸いです。 

 

① 防災訓練を各避難所単位に実施して、近隣と顔見知りになる。 

以前は各避難所単位に防災訓練が実施されましたが、最近は麹町小学校に集約化され同学校関係者・卒業生や近くの住民・商店

街のメンバーに参加者が限られるようになりました。酷暑・厳寒の時期は避けて、各避難所単位に防災訓練を実施されたほうが顔見知

りになる機会が増えるかと思います。地震体験車等の大規模なイベントやセミナーも不要で、区長が来られる必要もないと思います。な

お、町会に加入していない人も多いので、参加申込みは町会経由でなく、区に直接可能なようにお願いします。 

② 防災訓練以外にも小・中学校単位に区のイベントを設定する。 

地域のつながりは学校がキーステーションになると思いますので、学校関係者でなくても参加したくなるイベント（各種セミナー～産直野

菜の販売も含めて）を開催されるとよいかと思います。 

③ 子供食堂の活用 

地区の住民相互のコミュニケーションを復活させるには、子供食堂を増設され、子供でなくても高齢者を含め誰でも参加できる場とする

ことも考えられます。その場合に子供以外は参加を有償にする等も考えられます。孤立やセルフネグレクトの防止の観点からも有効かと

存じます。 

 

以上、特に①は過去に実践していたと記憶していますので、ご検討よろしくお願いします。 

区としましても、地域コミュニティの活性化は重要

と認識しており、コミュニティ活性化事業や町会へ

の補助金等地域コミュニティの活動支援などに取

り組んでおります。 

今後も、関係各所との連携を強化し、エリアマネ

ジメントの支援策について検討してまいります。 

 その他、本意見公募と関連しない意見１件 

※いずれのご意見も原文のまま掲載しています。 



































































































































 環境まちづくり部  資料６ 

令 和 ７ 年 1 1 月 2 8 日 

番町たき火まつりについて 
 

１ 番町たき火まつり概要 

(１) 主催   千代田子どもの芸術協会 

(２) 実施日  令和７年11月１日（土）、２日（日） 

(３) 場所   番町の森 

(４) 実施内容 

・ 普段都会ではできないたき火とともに、食やクラフトを楽しむ。 

・ たき火で焼き芋、マシュマロを焼くという昔ながらの地域体験を創出する。 

 

２ たき火の使用について 

(１) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下「環境確保条例」とい

う。）第126条に規定する禁止行為への該当性 

  本件イベントにおいて行ったたき火は、環境確保条例第126条の規定により禁

止される廃棄物等の焼却には該当しない。 

  （理由） 

  たき火は、燃料として蒔が使用され、焼いていたものは食材（やきいも、

マシュマロ等）であり、いずれも「廃棄物等」には該当しない。 

（参考） 

○都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

(廃棄物等の焼却行為の制限) 

第百二十六条 何人も、廃棄物等を焼却するときは、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策

特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)

等による人の健康及び生活環境への支障を防ぐために、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積

〇・五平方メートル未満であって、焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満の廃棄物

焼却炉をいう。以下同じ。)により、又は廃棄物焼却炉を用いずに、廃棄物等を焼却して

はならない。ただし、規則で定める小規模の廃棄物焼却炉による焼却及び伝統的行事等の

焼却行為については、この限りでない。 

(２) その他補足事項 

・ 本件イベントに関し、後日、苦情（窓を開けた際に煙を吸って体調を壊し

た）があったことから、イベント主催者に実施状況を確認し、指導した。 

・ 麹町消防署に確認したところ、イベント主催者から、東京都の火災予防条例

第60条に基づく届出がなされているとのことであった。 

 

３ 今後の対応について 

 今後、同様のイベントが開催されることを把握したときは、事前にイベントの実

施方法等について確認し、禁止行為（廃棄物等の焼却）や近隣への迷惑行為を行わ

ないよう指導していく。 
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